
令和８年度茨城県消費生活相談員養成講座 
受講生募集案内 

茨城県では、消費者安全法に規定する消費生活相談員の資格を取得し、県又は市町村の消費

生活相談業務に従事することを目指す方を対象に受験対策のための講座を開催します。 

９日間の座学と２日のリモート（オンライン）講義の他、自宅等で問題集を解く「通信学習」

を行います。受講を希望する方は、下記によりお申込みください。 

なお、この講座は消費生活相談員の資格取得を保証するものではありません。 

また、資格取得には、受講生の自己負担で各自申し込みのうえ受験してください。 

 

1 募集定員 ５０名（応募者多数等の場合は書類選考及び抽選による） 
 
2 受講対象者（下記の条件をすべて満たす方） 

（1）茨城県内に在住・在勤・在学の方 

（2）講座を８割以上受講できる方 

（3）２０２６年度消費生活相談員資格試験の受験の有無及びその結果を提供できる方 

（4）消費生活相談員の資格取得後「茨城県消費生活相談員等人材バンク」に登録できる方 

※消費生活相談員の採用を予定する県内の市町村に対し、登録者の情報を提供する制度です。 

 
3 会場  茨城県立青少年会館（水戸市緑町１－１－１８） 
     ザ・ヒロサワ・シティ会館（水戸市千波町東久保６９７）※９，10 日目 
 
4 日程 ６月２０日（土）から８月２９日（土）までの土・日曜日 

時間は午前１０時から午後４時まで。 
（一部、午前９時４５分に開始する日があります。講座等詳細については別紙参照） 
一次試験合格者には、１２月に面接試験対策講座（１回）を実施。 

 
5 受講料 無料です。 

 
6 申込方法 「受講申込書（様式第１号）」、「受講申込動機」を郵送又は持参して、申し込んで

ください。なお、応募書類は返却いたしません。 
 
7 申込期間 ４月２０日（月）から５月２９日（金）まで（必着） 

（持参の場合は、平日の午前９時から午後５時まで。なお、先着順ではありませ

んので、期間内にお申し込みください。） 
8 申込先  茨城県消費生活センター 

〒３１０－０８０２ 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎内 
電話 ０２９－２２４－４７２２ 

 
9 決定通知 受講申込者に対して受講決定通知等を送付します。 

※ 応募者多数の場合や受講条件を満たさない場合は選考とならない場合があります。 
 

10 その他  リモート講義が２日ありますので、インターネット環境が必要となります。 


